みやき町告示第　　号
みやき町職員等の公益通報に関する要綱を次のように定める。

令和７年８月　　日

　　　　　　　　　　　　　みやき町長　　岡　　毅


みやき町職員等の公益通報に関する要綱

（趣旨）
第１条　この告示は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号）の規定に基づき、職員等からの公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１)　職員　本町の職員で、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定する一般職に属する者（臨時的に任用する者を含む。）及び同条第３項第３号に規定する者
(２)　職員等　次のいずれかに該当する者をいう。
ア　職員
イ　町の事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその事務事業に従事する者
ウ　指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）及びその管理する町の施設の管理業務に従事する者
エ　通報の日前１年以内にアからウまでに規定する者であったもの
(３)　通報　職員等が、町が実施する事務又は事業に係る行為について、次のいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている旨を第４条の公益通報窓口又は第５条第１項の公益通報担当弁護士に通報することをいう。
ア　法令（条例、規則等を含む。）に違反し、又は違反するおそれがある事実
イ　人の生命又は身体の保護、財産その他の利益の保護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実
ウ　町に対する住民等の信頼を損なうおそれがある事実
(４)　通報者　通報を行った職員等をいう。
（通報者等の責務）
第３条　職員等は、客観的事実に基づき誠実に通報を行わなければならない。
２　職員等は、不正の利益を得る目的、他人に危害を加える目的その他不正の目的で通報してはならない。
３　職員等は、実名により通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実を説明できる資料がある場合は、この限りでない。
４　通報者は、通報に係る調査に対して協力しなければならない。
５　通報者は、通報の内容及び当該通報に関する調査の状況等を漏えいしてはならない。
６　通報の処理等に係る事務に従事する者及び従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
（公益通報窓口）
第４条　町において、通報及びこれに関する相談（以下「通報等」という。）に係る事務を適切に処理するため、公益通報窓口を総務部総務課に設置する。
（公益通報担当弁護士）
第５条　通報に係る事務処理の適正を確保するため、外部の窓口として公益通報担当弁護士を置く。
２　公益通報担当弁護士は、職務を遂行するに当たり、公益通報窓口に対して意見を述べ、又は助言をすることができる。
（通報先及び方法等）
第６条　通報等は、次の各号に掲げる窓口に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(１)　公益通報窓口　郵送、ファクシミリ、電子メール等による公益通報書（様式第１号）又は当該通報書の記載事項を記載した書面の提出、電話、面談その他の方法により行う。
(２)　公益通報担当弁護士　（組織的に行われているおそれがある事実、町長が関与しているおそれがある事実又は公益通報担当弁護士に通報することが適当であると認識したものに限る。）　郵送、ファクシミリ、電子メール等による公益通報書（様式第１号）又は当該通報書の記載事項を記載した書面の提出により行う。
（通報の受付等）
第７条　公益通報窓口又は公益通報担当弁護士（以下「公益通報窓口等」という。）は、通報を受け付けたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を確認し、通報を受理するかどうかの判断をするものとする。
２　公益通報窓口等は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を、公益通報受理・不受理決定通知書（様式第２号）により速やかに通報者に対し通知するものとする。
３　公益通報担当弁護士は、前項の規定による通知をするに当たり、あらかじめ、通知する内容に関して公益通報窓口に照会することができる。この場合において、公益通報担当弁護士は、受け付けた通報について、通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときを除き、氏名その他当該通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して行うものとする。
４　公益通報窓口は、受理した通報が町政の執行に重大な影響を与えるおそれがあると判断した場合は、公益通報担当弁護士にその対応を相談し、又は調査を依頼することができる。
５　公益通報担当弁護士は、受理した通報について自ら調査すべきと判断したものを除き、氏名その他当該通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、公益通報窓口に引き渡すものとする。ただし、通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。
６　公益通報担当弁護士は、前項の規定による引渡しに当たり、公益通報窓口に対して意見を述べ、又は助言することができる。
（公益通報委員会）
第８条　職員等からの通報に関する事実を調査し、当該通報に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２　委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。
３　委員長は、副町長をもって充てる。
４　副委員長は、教育長をもって充てる。
５　委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
６　委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
（会議）
第９条　委員会は、委員長が招集する。
２　委員会の議長は、委員長をもって充てる。
３　委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
４　委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
５　委員長、副委員長及び委員は、自己に関係する公益通報については、委員会の会議に出席することができない。
６　委員会の会議は、非公開とする。
（調査の実施）
第10条　公益通報窓口は、第７条の規定により受理し、又は引渡しを受けた通報について、委員会に報告するものとする。
２　委員会は、前項の規定による報告があった場合は、関係者からの事情の聴取、関係書類の閲覧その他必要な調査を行うものとする。
３　委員会は、特別の事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に相談し、又は調査を依頼することができる。
４　公益通報担当弁護士は、第７条第４項及び第５項の規定により依頼を受けたもの及び自ら調査すべきと判断したものについて、関係者からの事情の聴取、関係書類の閲覧その他必要な調査を行うものとする。
５　公益通報担当弁護士は、前項の調査を行うに当たり、公益通報窓口に対し必要な情報の提供及び調査への協力を依頼することができる。
６　委員会又は公益通報担当弁護士（以下「委員会等」という。）は、調査を実施するに当たっては、通報者の人権と秘密を守るため、通報者が特定されないように十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
（調査開始等の通知）
第11条　委員会等は、前条第２項又は第３項の規定による調査を開始したときは調査を開始した旨を、調査を要しないこととなったときは調査を要しない旨及びその理由を通報者に通知するものとする。
２　前項の規定による通知は、当該通報が、公益通報担当弁護士が受理したものであるときは、公益通報担当弁護士が通知するものとする。
（調査結果の報告）
第12条　委員会等は、第10条第２項又は第３項の規定による調査の結果を町長に報告するものとする。この場合において、委員会にあっては、必要に応じて、公益通報担当弁護士にも報告するものとする。
２　公益通報担当弁護士は、前項の規定による報告を受けた場合は、必要に応じて、講ずべき措置等について、町長に対して意見を述べ、又は助言することができる。
３　委員会等は、調査の結果を公益通報調査・是正措置通知書（様式第３号）により通報者に通知するものとする。ただし、当該通報者が通知を望まないときは、この限りでない。
（報告後の措置等）
第13条　町長は、前条第１項の規定による報告を受け、通報に係る事実の防止又は是正のため措置等を講ずる必要があると認めるときは、関係部長等に対し、対応を指示するものとする。
２　前項の規定による指示を受けた関係部長等は、速やかに必要な措置等を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。
３　町長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて公益通報担当弁護士に報告するとともに、公益通報調査・是正措置通知書（様式第３号）により速やかに通報者に通知するものとする。
（是正勧告等）
第14条　公益通報担当弁護士は、前条第３項の規定により報告された措置等について、必要に応じ、町長に対し意見を述べ、若しくは助言し、又はその内容が公益通報制度の趣旨に反するものである場合は、是正を勧告することができる。
２　町長は、前項の規定による意見、助言又は是正勧告を受けたときは、当該措置等について、再検討するものとする。
３　前条の規定は、前項の規定による再検討の結果に伴う措置等について準用する。
（不利益な取扱いに関する申出）
第15条　通報者は、通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合には、町長にその旨を書面により申し出ることができる。ただし、地方公務員法に基づく処分は除くものとする。
２　町長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに調査を実施し、その調査の結果を公益通報担当弁護士に報告するものとする。
３　公益通報担当弁護士は、前項の規定による報告を受けたときは、講ずべき措置等について、町長に対し意見を述べ、又は助言することができる。
４　町長は、前項の規定による意見又は助言を踏まえて必要な措置を講ずるとともに、速やかに通報者に対しその旨を通知するものとする。
５　前２項の規定は、措置を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合においては、その理由も併せて通知するものとする。
（運用状況の公表）
第16条　町長は、毎年度、本制度の運用状況について公表するものとする。
（補則）
第17条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和７年８月１日から施行する。
（みやき町職員等公益通報者保護制度に関する要綱の廃止）
２　みやき町職員等公益通報者保護制度に関する要綱（平成26年みやき町告示第108号）は、廃止する。

別表（第８条関係）
	公益通報委員会委員

	みやき町部設置条例（平成17年みやき町条例第６号）に規定する部の長、みやき町教育委員会事務局組織規則（平成17年みやき町教委規則第４号）に規定する事務局長



